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はじめに
t

O電子ジヤ-ナルの進展が著しい

0電子ジヤ-ナルの導入は不可欠
ぅ 電子ジヤ-ナルの導入と契約が,図書館員の実務的な課題となってきたo

O外国雑誌やデ-夕ベ-ス等との関連
ぅ 電子ジヤ-ナルの価格や経費の負担方法等が,特に外国雑誌と不可分の関係にあるo

1.電子ジヤ-ナル価格等に対する立場によるス夕ンスの違いく卿

11 出版社側のス夕ンス

o冊子体の収入が年々減少し,電子ジヤ-ナルに早く移行しないと生き残れないo

o冊子体+電子ジヤ-ナルの収入を増やし,減少することは避けたいo

o電子ジヤ-ナルのコンソ-シアム価格を設け-より多く-かつ安定的な収入を確保した

いo

21教官側のス夕ンス

0経費削減のために冊子体はできるだけ削減したい.

o共通経費等による電子ジヤ-ナルを広く導入してもらいたい.

31図書館側のス夕ンス

o冊子体の減少を電子ジヤ-ナルの導入で補い,更に大幅な夕イトル増を図りたいo

o従来の冊子体価格ほたは数%程度の価格上乗せ1で電子ジヤ-ナルを導入したいo

oコンソ-シアムを組んで,少ない負担で,出版社全体くあるいは,より多くのl電子ジ

ヤ-ナルを導入したい.

o重複雑誌を減らし,その経費を電子ジヤ-ナルに充当できないかo
一 これらの妥協点がうまく見出せるかが大きな課題であるo

2.電子ジヤ-ナル価格のパタ-ン例 く 31 -51はコンソ-シアム僻削

11電子ジヤ-ナルの価格は無料.ただし,冊子体価格に電子ジヤ-ナル価格を上乗せo

21個々の電子ジヤ-ナルの価格は,その冊子体価格の1 0-2 0%前後o

くコンソ-シアムでは,全点を導入すれば割引あり1

31電子ジヤ-ナルの総価格は,ある年の冊子体総価格の5-1 5%前後.

ただし,冊子体総価格を維持することが条件.

41冊子体総価格を練持すれば,参加館全体のタイトルにアクセス可 くただし3年間の限

定I.



ただし, 2年目その価格の2%, 3年目5%を負担o

51電子ジヤ-ナルの総価格は,ある年の冊子体総価格の8 0-9 5%前後.

冊子体は,個々の電子ジヤ-ナル価格の1 0-2 5%前後.

串価格設定の考え方は同じでも,実際の価格は,過去くある科に購入した冊子総価臥規

模等によって,大学ごとに異なるo

串冊子体総価格の推持を条件にしているものが多い.

串重複雑誌の整理が進んでいない大学は不利となることが多い.

串電子ジヤ-ナルを導入すると,冊子体のキヤンセルが増える可能性があるo

3.電子ジヤ-ナル経費の負担例

り 冊子体+電子ジヤ-ナル ニ 冊子体購入教官の負担

21電子ジヤ-ナルのみ ニ 購入希望教官の負担ほたは学部負担1

31冊子体く従来の冊子体価格l ニ 学部共通経費からの負担ノ購入希望教官の負担

電子ジヤ-ナルく従来の冊子価格を超えた分のみl..

共通経費く学長裁量経乱 間接経費等を含むlノほたは+l

学部負担 く利用実績ノ教官数ノ講座数1

41電子ジヤ-ナルく従来の冊子体価格の9 0%l ..

従来の冊子体を購入した教官の負担 + 共通経費

冊子体く個々のEJ価格の15%l ニ 冊子体購入希望教官の負担

ぅ どの方法が理想的か,実質的か,実現可能か,受けいられるか,等を検討する必要がある.

4.電子ジヤ-ナル予算の確保

0予算確保のために学内の理解を得るためには精力的な括動が不可欠
l- 機会あるごとに学内で調整を図り,図書館委員会,予算委員会,評議会,教授会等の了承

や理解が必要o

O学内調整の上での論点
. 1年限りか,継続の場合固定か,J増加するのか. -体いくら必要なのかo

.実際は利用が少ないのではないか.利用の多いものだけ導入すればよいのではないか.

.利用したい人が,個人で導入すれば安いのではないか.

.いわゆる利用しない電子ジヤ-ナルをなぜ導入するのか.

.冊子体分を負担しているのに,電子ジヤ-ナル分も負担しなければならないのか.
一 ほとんど使わないのに共通経費であってもそれを取られるのはおかしい.

.受益者負担といってもそれは公平な方法なのか.

.そもそも電子ジヤ-ナルの価格は適切なのか.

一 どのようにクリアしていくかが,図書館員の腕の見せどころである.

5.電子ジヤ-ナル契約の特徴



oコンソ-シアム単位のまとめた契約は難しいことく国立大学はできないI
1

o大学単位の契約であること,価格も他の大学と同じではないこと

oある年の冊子体総価臥大学の規模等をベ-スにした価格体系であること

0出版社によって契約体系が違うこと

o利用方法等を契約書や利用規定等で詳細に取り決めしておくこと
ぅ 利用契約サイトの範囲く大学1サイトか,キヤンパス1サイトかl,バックナンバ-の利

用範臥契約解除後の利用が可能か否か, I LLへの利用ができるか否か-来館者の利

用が可能か,等々も確認しておくこと

o電子ジヤ-ナルは,l外国雑誌と違ってr軌を購入するわけではなく,イン夕-ネット上

の利用許諾を得るものであること

o国立大学では, r役務契約Jとなること.前金払いが可能なこと.

く平成1 2年1 2月2 5日付け文部省事務連絡1

o外国の出版社との直接契約も可能であることく契約書は外国語でも可.日本語をつけるこ

tl.

6.電子ジヤ-ナル経費の支払い

0代理店ヘの手数料の支払い

0海外の出版社との直接契約の場合
- 外国送金く円建ノ外貨建lと手数料

.消費税の免除

.非居住者外国法人の所得にかかる源泉徴収の扱い

0関税の免除

0前金払いく4月lと契約期間く4月-3月l

7.まとめ

o電子ジヤ-ナルの契約や支払い等に対する会計担当者等の理解が不可欠
一 電子ジヤ-ナルの導入と契約は,今しばらくは図書館員のプロとしての仕事であるo

- より積極的に取り組んで欲しい.

o電子ジヤ-ナル経費を安定的に確保するのは,非常に困難であるが最も大切
ぅ いよいよ,優秀で頑張る図書館員の出番王 王


